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第1章　一般民事

第３
手続選択の注意点

１　総論
一般民事事件では、まず相手方に対して内容証明郵便の送付や架電その他の方法で
連絡を取って任意交渉を持ちかけることが多い。任意交渉といっても、その内容は千
差万別であるが、例えば損害賠償を求める場合には相手方が任意に支払ってくれる場
合もあるため、まずは通知書（配達記録付内容証明郵便等を利用することが多いが、相手
方の受領拒否等が考えられる場合には特定記録その他の郵送方法を用いることもある）を相
手方に送付して任意に支払うよう求め、これが功を奏さない場合に、債務名義取得に
向けた手続に移る流れが一般的である。債務名義取得後、相手方が任意に義務を履行
しない場合には強制執行等の手続に移ることとなる。
しかしながら、事案の内容によっては上記のような一般的な進行では不都合が生じ
る場面もある。以下では、手続の各段階において、どのような観点から手続を選択す
べきかについて注意点を述べる。

２　各段階における手続選択の注意点

（1）　訴訟提起前の手続

上述の通り、訴訟提起前の時点では任意交渉を行うのが一般的ではあるが、場合に
よっては任意交渉を行うべきではない場面も存在する。そこで、まずは任意交渉を行
うべきではない場合について説明を行う。
また、訴訟提起前には、将来的な訴訟等を見据えた証拠保全の手続や強制執行等を
見据えた各種仮処分の手続があるので、これらの手続選択をすべき場合について、以
下詳述する。
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第5章　家事（相続）

columun 使途不明金について
被相続人の生前あるいは死後に払い戻された被相続人名義の預貯金について、遺産分
割の時点では現金等の形で残っておらず、何に使われたのかも不明である場合に、使途
不明金などと呼ぶことがあり、この使途不明金の返還を求める訴訟を、使途不明金訴訟
とか使い込み訴訟などと呼ぶことがある。
例えば、被相続人の生前に、相続人の一人が被相続人名義の預貯金口座を管理してい
た場合（以下、当該相続人を「口座管理相続人」という）、この口座管理相続人によっ
て預貯金が領得されたとして、他の相続人が、口座管理相続人に対して、領得されたと
する金額の内自己の法定相続分にあたる金額の返還を求めるような場合である。法的構
成としては、不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求、委任契約に基づく受
取物返還請求等が考えられ、具体的な事情に応じ、ひとつあるいは複数の構成を選択し
て訴訟提起することになる。
争点となる事実としては、どの口座から、いつ、どのように、いくらを出金したの
か、出金者は被告か、被告が出金したとしても、被相続人の承諾があったのか、被相続
人の健康状態はどうだったのか、出金したお金をどのように使用したのか（被相続人の
ために使用したのか）などが考えられる。これらの事実に関する主張の整理のため、表
などを用いて、客観的に分かりやすい主張反論が求められ、場合によっては、裁判所か
ら一覧表の書式が示され、それに従って主張反論の整理が図られることもある。
使途不明金自体は遺産ではないが、その他の遺産がある場合、遺産分割も考慮した紛
争解決を検討しなければならないことも多い。例えば、使途不明金返還請求が認められ
た場合の回収容易性の観点からすれば、遺産分割の前に使途不明金訴訟を行い、この結
果を踏まえた遺産分割を行うことも考えられる。また、共同相続人全員の合意があれば
遺産分割調停の中で使途不明金の話をすることも可能であり、依頼者の希望やそれまで
の交渉の経緯等から、ひとまず遺産分割調停を申し立てて訴訟負担の回避を図ることも
考えられる。この場合は、遺産分割調停での使途不明金の解決が困難となった段階で、
遺産分割調停の取下げも検討することになるかと思われる。一方、まずは使途不明金訴
訟を提起し、その和解の機会に遺産分割の話をすることで、紛争の一回的解決を図るこ
とも考えられる。
使途不明金は、遺留分侵害額請求においても、検討しなければならないことがある。
例えば、使途不明金に関する被相続人の返還請求権が、遺留分算定の基礎となる財産の
ひとつにあたる場合である。この場合も、使途不明金に関する被相続人の返還請求権の
有無・金額が問題となるのであり、当該返還請求権については、基本的に、使途不明金
訴訟と同じ主張立証構造となる。
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第7章　倒産・事業再生

２　手続選択のポイント

【手続選択のフローチャート】

債務者が事業継続を希望し、かつ、事業継続が現実的か

破産

私的整理が利用できるか

会社更生を利用すべき例外的事情があり、かつ、利用できるか

民事再生を利用できるか

特別清算を利用できるか

私的整理

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

頓挫

No

会社更生

頓挫 頓挫

民事再生

特別清算

カバーデザイン ● コミュニケーションアーツ株式会社

D I S P U T E  T Y P E  P O I N T S  O F
P R O C E D U R E  S E L E C T I O N

第一東京弁護士会
若手会員委員会

出版部会
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